
議案第１２号 

福岡市に設置する特殊建築物の敷地の位置 
 

建築基準法第５１条ただし書きに基づく特殊建築物の敷地の位置について 

 

内容一覧 

名  称 位  置 面  積 備  考 

廃 プ ラ ス チ ッ ク

類・木くず破砕施設 

福岡市東区

箱崎ふ頭四

丁目 13 番 1

5,936.10 ㎡ 取扱品目：廃プラスチック類 

木くず 

処理能力： 

（廃プラスチック類のみの場合）

 49.6ｔ／日 

（木くずのみの場合） 

 78.4ｔ／日 

がれき類破砕施設 福岡市東区

東浜二丁目

28番、29番、

30 番 

16,612.19 ㎡ 取扱品目：がれき類 

処理能力：824ｔ／日 

 

「敷地の位置は位置図表示のとおり」 

 

 

理 由 

 建築基準法第 51 条の規定により、ごみ処理施設などの建築物を建築するにあたって

は、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものは、ただし書きの規定に基

づき、都市計画審議会の議を経たうえで特定行政庁（福岡市）が都市計画上支障がない

と認めて許可する必要がある。 

 今回付議する２つの施設は、いずれも産業廃棄物を燃料や道路の路盤材等に再資源化

するための施設であり、循環型社会に寄与する施設であるとともに、周辺の状況から、

敷地の位置について都市計画上支障がないと判断されることから、都市計画審議会に付

議するものである。 
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廃プラスチック類・木くず破砕施設

がれき類破砕施設

 福岡市に設置する特殊建築物の敷地の位置

凡　例

特殊建築物の位置
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廃プラスチック類・木くず破砕施設の敷地の位置   S=1:5,000
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凡　例

廃プラスチック類・木くず破砕施設の敷地
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がれき類破砕施設の敷地の位置   S=1:5,000

0 20   60   100            200                                                  500m

凡　例

がれき類破砕施設の敷地
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